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令和８年２月２７日

うきは市議会議長  江藤 芳光 様

市民生活基盤対策特別委員会

委員長  江藤 芳光

市民生活基盤対策（上水道整備・ごみ処理等）特別委員会報告書

うきは市議会は、市民生活に直結した生活水及びごみ・し尿処理対策について、今期

（令和４年～７年度）を重点かつ緊急を要する課題と位置づけ、標記の「市民生活基盤対

策（上水道整備・ごみ処理等）特別委員会」を立ち上げ、調査を行ってきた。市民生活基

盤対策調査・検討計画書（以下「活動計画」という。）に基づき、市執行部と連携して調

査・検討を重ねた結果及び今後の方向性について、うきは市議会会議規則第１１０条の規

定により、その概要を総括し、ここに報告する。

特別委員会の構成・運営体制

１．特別委員会の構成

（１）議員全員（１４名）で構成し、委員会を総括する「全体会議」と、取組課題等

を主体的に調査・検討し、素案をまとめる「ワーキンググループ」に区分して

検討を進める。

（２）ワーキンググループ構成表（設置当初・７名）

２．活動計画の期間及びスケジュール等

委員会の活動期間は今期４年間とし、上水道整備にあたっては一定の期限（※）

が示されており、前半の２年間で一定の方向性をまとめるものとする。

また、ごみ処理施設（耳納クリーンステーション）については、久留米市から非

公式に令和９年度末をもって組合を脱退したい旨の申し入れがなされており、その

後における受け入れ施設等を、急ぎ模索する必要がある。

委 員 長 副委員長 委    員

江藤芳光 岩淵和明 佐藤湛陽 中野義信 熊懐和明 樋󠄀口隆三 権藤英樹

※ 水道事業運営基盤強化推進事業（広域化による施設整備～３事業者以上が条件）は国庫補助

事業として令和１６年度までが期限であり、上水道事業に着手する場合は令和７年度設計、

令和１０年度に県南広域水道企業団加入を市執行部との共通認識として検討を進める。
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上水道整備に関する活動

１．地下水及び上水道整備に関する調査・検討の経過概要

開 催 日 趣  旨 概 要

第 1回

(令和 4年)

7 月 15 日

（全体会議）

①活動計画について

②上水道に関する経過

①委員会の活動計画と今後の取組について協議

②上水道整備に向けたこれまでの経緯確認（共有）

③地下水の現状における上水道の必要性について

第 2回

7月 27 日

（行政視察～全議員）

①小石原川ダム視察

②福岡県南広域水道企

業団視察（久留米市）

①筑後川最後のダム～うきは市 5,740t／日を確保

（現地説明）

②県南水道の施設見学～事業内容及び加入した場合の

手続、負担費用等の説明・質疑

第 3回

8月 10 日

（行政視察～筑前町）

①県南水道に新加入

②施設見学（説明）

③加入の経緯と住民の

意識と加入の動向等

①上水道整備の必要性～地下水の枯渇（井戸の深化）

②筑紫野市・旧甘木市～隣接は上水道整備

③上記の現況において、住民の意識調査に基づき住民

説明会を通して事業に着手

④筑前町は福岡都市圏等からの移住者が増加傾向

第 4回

9月 28 日

（ワーキング）

上水道整備にかかる総事

業費の再算定（急務）

①これまで使用していた上水道整備に要する費用試算

について、直近の情勢を踏まえていないものでは検討

できないことを指摘

②専門家に再算定を要求

第 5回

(令和 5年)

1 月 27 日

（ワーキング）

前回の事業総額見直し

試算等について

①筑前町を参考に、市民が理解できる資料を作成して

市民に説明し、再度アンケートを実施すべきと指摘

②そのための事業費等の再試算を急ぐべきと指摘

③市民への説明パンフレットの作成

～この間は、上水道整備における再算定及びパンフレット作製を業者に委託～

第 6回

(令和 6年)

1 月 18 日

（ワーキング）

上水道整備の再算定の

結果報告（速報）

①試算の結果、総事業費（２８３億円／５０年）が

４４０億円となる結果のほか、市民への説明パンフ

レットが年度内に作成・配布との報告

②次期開催の全体会議に報告し、検討を図る

令和６年 ３月議会（中間報告）
副委員長 岩淵和明議員による報告

令和６年２月２９日付「委員会調査中間報告書」

第 7回

4月 5日

（ワーキング）

①上水道事業の再算定

結果について

②市民配布のパンフレ

ットの確認検証

①上水道事業費の再算定（資料配布）の検証

平成２２年２８３億円→４４０億円（１.５５倍）増

水道料金を徴収しても、毎年 7億円の負担（試算）

②地下水の現況と将来への推定（汚染・枯渇等）と、

膨大な上水道事業費の試算結果等を市民にパンフレ

ットで説明したうえで再度アンケートの検討
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２．地下水の現状と上水道整備に関する調査・検討の要旨 

（１）地下水の現状と上水道水源の確保 

「夏は冷たく、冬は暖かく、飲んでおいしいミネラル豊富な地下水」は市民の生

活基盤であり、将来に向けた水資源について平成２８年から３か年をかけて地方創

生事業「地下水の農的水循環環境調査」を実施した結果において、平野部の地下に

たまっている水の総量は約７．4億トンと推計され、恵まれたうきはの地下水との

評価が示されている。 

しかし、その一部に水質基準を超える地域があるほか、浅い井戸では井戸枯れ等

の事例も報告されている。また全国の上水道普及率は９８．２％に達しており、全

国の市で上水道が未整備であるのはうきは市のみであることのほか、地球環境の変

動の可能性もあることから将来の水源確保を見据え、平成１４年に議会の同意を得

て、うきは市は筑後川最後の水源とされる「小石原川ダム」への参加を表明した。

小石原ダムの整備には約１２億円を投じ、５，７４０トン／日を確保して令和２年

４月から供用を開始している。 

その一方で、合所ダムにかかる固定資産税に類する「国有資産等所在市町村交付

金」の未払が発覚したため、平成２６年度から当時に遡ってかかる財源を確保し

た。 

（２）上水道整備に向けた現状課題と方針 

上水道整備は、将来における地下資源の変動等（枯渇・汚染等）への危機投資と

しても、豊富な地下水に恵まれた現状においてどれだけ市民世帯の受水需要が見込

まれるのかが課題であり、平成２７年７月に議会との協議により中山間地を除く全

世帯に「上水道事業に関するアンケート」を実施した結果においては、「速やかに

加入」は全体の１０．９％に留まっている。 

この上水道整備事業の動向において参考になるのが、久留米市と合併した隣接の

田主丸町であり、生活水はうきは市と同じ地下水で上水道に加入する世帯等は少な

い実情を確認している。 

第 8回 

4 月 24 日 
（全体会議） 

執行部の報告 
上記に同じ（全議員に説明） 

第 9回 

5 月 30 日 
（全体会議） 

上記報告の検証 
上記報告・説明に対する検証 

第 10回 

(令和 7年) 

8 月 1日 

（全体会議） 

①地下水質検査マップ 

②飲料水個別確保補助 

③上水道整備国庫補助 

①平成 19 年から昨年までに行った市民による地下水質

検査の結果 （・・適・）をマップに表示し、適・水の

改善策など、上水道整備とも絡めて協議 

②適・となった水質改善（浄水器等）の対策を協議 

③上水道整備にかかる国庫補助の期限を確認 
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（３）福岡県南水道企業団に加入した場合における市の負担 

（２）で示したとおり、アンケートの結果で上水道に加入する世帯等はわずかで

ある。そのうえで、水道企業団に加入した場合の基本料金は、うきは市の責任水量

５，７４０トン／日の７５％で、水を使っても使わなくても同負担が生じ、使用料

金が加算される。その基本料金の額は、年間約１億２００万円と推計される。 

（県南水道企業団水道用水供給条例第１１条） 

（４）上水道事業を想定した場合における事業費用の推計（再算定の結果） 

上水道事業にかかる事業費用については、これまで平成２２年に算定された５０

年間における総額（２８３億円）を固定的に基礎資料として使用してきたところで

あったが、経済情勢の変化による人件費や資材等の技術開発による価格の高騰など

が委員会において指摘され、令和５年度に専門業者に委託して再算定が行われた。 

結果、５０年間での総事業費は４４０億円と推計され、その内訳は初期費用とし

て１５７億円に、かかる利息４３億円を加え２００億円、さらに運転管理費（人件

費・管理費等）で９１億円、機械・電機等の更新事業費として１４９億円を加えた

合計４４０億円となる試算となった。 

この場合、４４０億円のうち国庫補助の８８億円を差し引き、市の負担は３５２

億円となるため、毎年７億円の支出が必要となる計算となる。要は、市民世帯の上

水道加入による水道料金収入がどれだけ見込まれるかが、上水道事業の鍵となる。 

（５）地下水の水質検査による結果対応について 

平成１９年～令和６年まで、うきは市が実施した水質検査に応じた市民世帯の結

果がマップに示された。検査の延件数には同一世帯が重複して検査しているものも

含まれる可能性があるが、延件数２，７３２件のうち２８４件が一般細菌や大腸菌

など水質基準を超えている世帯としてマップに示されている。 

そこで急ぐべき取組として、適・合が散見する地域においては集中的に・性検査

を実施して地下水の安全性を確認する必要があり、その結果において適・合となる

内容が軽微な地域にあっては浄水器等の設置を助成し、それでも適・な地域におい

ては簡易水道を整備するなどの対策を検討する必要がある。 

（６）うきは市民の会「気楽に語る会」開催（令和７年２月９日・議員７人参加） 

市民の会による、上水道及びごみ問題についての懇談会がるり色ふるさと館で開

催され、多数（４０人以上）の市民が出席された。 

市民からの率直な質問・意見により活発な議論が展開され、議員も個人の意見と

して可能な範囲で発言するなど、市民には触れることがない内容も多々あり、有意

義な懇談であったと、主催者代表からの評価が伝言された。 
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ごみ処理等に関する活動 

 

１．久留米市のごみ処理離脱に向けた調査・検討の概要 

令和２年３月の久留米市議会において当時の久留米市長から、令和９年度末を目

途に「うきは久留米環境施設組合」から離脱して、田主丸町のごみは単独処理をし

たいとの方針が示されたことが議会に報告された。受けて令和２年５月から、令和

１０年４月以降のごみ処理対策について市長・市民生活課と議員全員による勉強会

が行われ、その後も受け入れ可能な広域処理施設等の情報をもとに随時開催した。 

具体的には久留米市北野町が脱退する甘木・朝倉・三井環境施設組合に、北野町

とうきは市が入れ替わるのが最も現実的だとして議会も賛同し、前市長が筑前町ほ

か組合構成団体との交渉を試みたが、筑前町に設置・運営されているごみ処理施設

「サンポート」の諸課題を巡り、断念を余儀なくされた。 

以後、受け入れ可能な施設はなく、令和４年４月の市議会議員の改選により、６

月議会において市民生活基盤対策（上水道整備・ごみ処理等）特別委員会を設置

し、活動を開始した。以下、これまでの主な調査・検討の経過概要は次表とおり。 

 

開 催 日 趣  旨 概    要 

第 1回 

（令和 4年） 

7 月 15 日 

（全体会議） 

①活動計画の確認 

②処理施設の経過説明 

①特別委員会の活動趣旨と今後の計画概要を協議 

②これまでの経緯と今後の方向性（確認・質疑等） 

第 2回 

（令和 5年） 

1 月 27 日 

（ワーキング） 

①今後の方向性 

②先進地視察の検討 

①ごみの減量化 

②生ごみ液肥バイオマス 

 大木町・みやま市のバイオマスセンター視察 

第 3回 

2 月 17 日 

（視察～議員全員） 

①みやまバイオマス 

センター「ルフラン」 

②おおき循環センター 

「くるるん」 

①「生ごみ＋汚泥」を原料とした液肥を生産するバ

イオマス施設 （大木町・みやま市ともに燃えるご

みは広域処理） 

②成果は、燃えるごみを４０％削減、液肥は水稲に

散布（１万２千トン製造・６千トン水稲散布） 

第 4回 

4 月 24 日 

（全体会議） 

①視察に関する意見聴取 

①RDF 廃止による 

新たなごみ処理の検討 

①バイオマス施設（賛成）「環境循環に・する」 

②生ごみの選別など市民協力が適可欠 

③し尿処理～下水道投入を検討 

④いずれにしても焼却ごみはコスト的に広域化 

第 5回 

7 月 20 日 

（全体会議） 

①し尿処理の方向性 

②ごみ処理の方向性 

①し尿処理の検討結果「生活排水処理整備構想」と

して３案が示され、維持管理コストが低減できる

下水道に投入の計画で進めたいとの提案 

②委員からはし尿と下水で肥料化を検討する意見が

多く出される 
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２．令和１０年度以降におけるごみ処理の方向性 

（１）組合において共同処理するごみ処理施設に関する事務の廃止を議決 

うきは市は久留米市から正式な申し入れを受けて、令和７年１２月議会におい

てうきは久留米環境施設組合のごみ処理事業（し尿処理事業を除く。）を廃止する

議案（組合規約の変更）を提出し議決した。久留米市も同議案の議決後、県知事

の許可により令和１０年３月３１日をもってごみ処理事業を廃止することとな

る。今後２年間は両市で取り交わす覚書により、財産処分などの清算に着手す

る。 

（２）令和１０年度以降のごみ処理施設の検討とその経緯 

この４年間、うきは市議会は市執行部と連携し、久留米市が令和９年度末をも

ってごみ処理事業から脱退するとした予測を踏まえ、その後のごみ処理運営とそ

の方向性等について、上表に掲げた調査・検討を進めてきたが、いまだ結論には

至っていない。 

今後におけるごみ処理の方向性としては、令和５年１０月に講演をいただいた

「筑後七国構想」を提唱している農学博士 中村 修氏の理論と実践となる。中村

博士は、人口減少、税収の減少に伴い、行政コスト削減の必要から、公共施設を

第 6回 

10 月 6 日 

（全議員による勉強会） 

―講 師― 

環境まちづくり研究所 

農学博士 中村 修氏 

①令和５年５月１７日西日本新聞搭載「筑後七国構

想」広域ごみ処理連携を提唱し、構想（八女西部広

域）へのうきは市参加を提案 

②新聞記事、講演の概要・資料及び中村博士の著書 

「ごみを資源にまちづくり」は別添参照 

第 7回 

（令和 6年） 

1 月 18 日 

（ワーキング） 

①し尿処理のあり方 

②ごみ処理の広域参加へ

の方向性 

①し尿を下水に投入（ケース１）への質疑・意見 

②久留米市は北野町「両筑苑」～施設更新の計画 

③ごみ処理の受け入れは、現時点で「八女西部広域」

に参加表明しており、協議に参加していく方向 

令和６年 ３月議会（中間報告） 
副委員長 岩淵和明議員による報告 

  令和６年２月２９日付「委員会調査中間報告書」 

第 8回 

4 月 24 日 

（全体会議） 

①し尿処理のあり方 

②ごみ処理のあり方 

①し尿等の将来の処理方法（生活排水処理施設整備

構想）に基づく委員への意見聴取 

②耳納クリーンステーション操業に関する地元７行

政区への住民説明会（協定延長の件）報告 

第 9回 

（令和 7年） 

10 月 9 日 

うきは久留米環境施設組合議会（全員協議会） 

①うきは久留米環境施設組合の規約変更（久留米市がごみ事業脱退の件） 

②両市ともに１２月議会に規約変更の議案を提出（確認） 

③上記議案が可決した場合における施設等の財産処分に関する覚書の確認 

第 10回 

10 月 15 日 

（全体会議） 

①上記のうきは久留米環境施設組合議会（全員協議会）での結果報告 

（規約変更議案を１２月議会に提出・財産処分等に関する覚書） 

②うきは市の令和１０年度以降におけるごみ処理の取組状況について 

③執行部及び組合事務局からの説明に対する議会の質疑・意見等 
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複合化して施設数を減らし効率化を図る公共施設マネジメントに基づいて、筑後

地域におけるごみ処理施設の広域化・施設の集約化を提唱している。併せて、ご

み焼却処理施設等を発電・熱利用、防災・まちづくりの拠点とし、地域の公共施

設や農業ハウス、温泉などに電力や熱を供給することで、エネルギーを地産地消

して循環させる地域エネルギー施設として活用する構想がある。 

委員会では、大木町とみやま市を視察し、中村博士の現実理論をも踏まえ、今

後のあるべき方向を議論してきたが、人口とともにごみの量もさらに減少する実

情において、広域事業への参画は経営・環境において必然であり、中村博士が推

奨する八女西部広域事務組合「八女西部クリーンセンター」の次期更新施設整備

計画に参加することが望ましい選択だと考えられる。 

（３）耳納クリーンステーション継続使用への地元７行政区の理解 

久留米市がごみ処理からの離脱後、令和１０年度以降の耳納クリーンステーシ

ョンについては、当分の間、単独で運営しながら広域処理を目指す必要がある。

そのためには、地元７行政区ひいては市民全体のご理解により、継続して使用で

きることが市民の生活を保持するためにも必須の要件となる。 

今後は広域化に向け、市は県・関係自治体間の協議とともに、ごみの処分を受

け入れる施設との交渉が急務となり、これからも議会は引き続き執行部と連携し

ながら早期実現を目指さなければならない。 

（４）今後におけるし尿等の処理方針・検討 

   久留米市は当初、ごみ・し尿ともに環境施設組合を離脱し、し尿処理は北野町の

「両筑苑」に移行する予定であったが、新施設稼働計画のため、し尿処理は当分

間、継続することとなる。 

    現在の耳納衛生センターは、平成６年の稼働から３０年が経過し、全体が老朽化

しており機能確保のための施設整備が必要とされていることを踏まえて、令和５年

に今後の対策を専門業者に委託した調書「生活排水処理施設整備構想」に基づき、

し尿を収集・運搬、前処理（前処理設備）を経て下水道終末処理に投入する方式を

計画している。 

 

 

 総 括  

 

以上のとおり、この４年間にわたり市民生活基盤対策特別委員会において、活動計

画に沿いつつ市執行部との連携のもと、市民生活に直結した生活水及びごみ・し尿処

理対策について、今期（令和４年～７年度）を重点かつ緊急を要する課題と位置づけ

て取り組んできたところである。 
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市民の生活水については、地下水の現状認識とともに上水道整備に向けた事業費及

び市民の上水道加入の見込みなどの再検証を行い、市民の意向等を模索してきた結果

において、上水道整備においては将来、地下水の枯渇・汚染等を懸念しながらも、豊

富な地下水と小石原川ダムの水源確保を踏まえ、事実上断念せざるを得ない状況であ

るとみる。ただし、一部において水質基準を超える地域の調査・保全を急ぎ、必要に

応じて簡易水道等の対策を講じるよう指摘する。 

また、ごみ処理については組合における共同処理の廃止が議決され、令和１０年４

月以降は広域化を目指しながら、地元 7行政区のご理解のもと耳納クリーンステーシ

ョンの継続使用を承諾いただいたうえで、久留米市と交わす施設財産等の清算ととも

に、処理施設をゆだねる交渉など重要な局面を迎えている。 

最後に、議会は今年４月末をもって任期を終える。５月からは次期議会が新たに動

き始めるが、市執行部と連携しながら、引き続きかかる重要課題とともに人口減少・

少子化等々に起因する構造的な課題への取組が図られることを願いながら、最終報告

とする。 

以上 
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